
• 総合科学技術会議は科学技術政策の不可欠な要素として研究開発評価を推進。
• 各府省及び研究開発機関は評価活動の大部分を実施。
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文部科学省における研究及び開発に関する評価指針の経緯等

科学技術基本法の制定（Ｈ7.11）

第1期科学技術基本計画の策定
（Ｈ8.7）

第2期科学技術基本計画の策定
（Ｈ13.3）

第3期科学技術基本計画の策定
（Ｈ18.3）

第4期科学技術基本計画の策定
（Ｈ23.8）

国の研究開発評価に関する大綱的指針
（H13.11）

国の研究開発評価に関する大綱的指針
（H17.3）

国の研究開発評価に関する大綱的指針
（H20.10）

国の研究開発評価に関する大綱的指針
（H24.12）

文部科学省における研究及び開発に関す
る評価指針（H14.6）

文部科学省における研究及び開発に関す
る評価指針（H17.9）

文部科学省における研究及び開発に関す
る評価指針（H21.2）

文部科学省における研究及び開発に関す
る評価指針（改定に向け審議中）

国の研究開発全般に共通する評価の実
施方法のあり方についての大綱的指針
（H9.8） ・ 研究開発評価の導入

・ 外部評価の奨励
・ 効率的な資源配分

・ 公正・透明な評価
・ 評価結果の資源配分への反映
・ 評価に必要な資源の確保

・ 創造へ挑戦する研究者を励ます評価
・ 信頼できる評価手法の開発
・ 評価結果のより厳格な活用

・ 評価の継続性の確保
・ 評価における過重な負担の回避
・ 世界的水準による評価の実施

・ 研究開発プログラムの評価の導入
・ アウトカム指標による目標の設定の促進


